
 

公告第１０９６号 

 

 

規程変更の公告について 

 

 

当健康保険組合の「個人情報保護管理規程」の変更について、下記のとおり近畿厚生局長へ届

出を行いましたので公告します。 

  
記 

 
１．変更する規程 

  ・個人情報保護管理規程 

 
２．変更内容 

   別紙「新旧条文対照表」のとおり改定する。 

 
３．改正年月日 

   令和５年２月１４日 

 
４．変更理由 

   厚生労働省通知「公金受取口座を活用した保険給付等について（令和 4 年 5 月 31 日保保発

0531第3号）」に基づき、公金受取口座を活用した健康保険法に規定する保険給付等の運用へ

の対応に伴い、個人情報の取扱いについて本規程を改正するものである。 

以  上 

 

 
令和５年 ２月２１日 

関西電力健康保険組合 

理事長 坂 田 道 哉 



個人情報保護管理規程 新旧条文対照表 

 

新 旧 

第１条～第２条 略 

 

（個人情報の利用目的の特定と公表等） 

第３条 （第１項 略） 

２ 組合は、法第１８条第３項各号に定める場合を除き、

あらかじめ本人の同意なく別表２により定める利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては

ならない。ただし、利用目的と関連性を有すると合理的

に認められる場合は、本人に対し通知又は公表すること

により変更できるものとする。 

（第 3 項～第 4 項 略） 

 

（個人情報の第三者への提供） 

第４条 （第 1 項～第 2 項 略） 

３ 法第２７条第１項各号又は第５項各号に定める場合

を除き、個人情報を第三者（法第１６条第２項各号に掲

げる者を除く。次項において同じ。）に提供する場合、様

式第 1 号に定める記録を作成するとともに当該記録を提

供した日から３年間保存しなければならない。 

４ 法第２７条第１項各号又は第５項各号に定める場合

を除き、第三者から個人情報の提供を受ける場合、様式

第 2 号に定める記録を作成するとともに当該記録の提供

を受けた日から３年間保存しなければならない。 

 

（個人情報の適正な取得及び正確性の確保） 

第５条 （第１項 略） 

２ 特定個人情報については、番号法第２０条に定める

場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人

又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法

第１６条に定める本人確認の措置をとらなくてはならな

い。 

 

第５条第 3 項～第２１条 略 

 

附 則（令和５年２月１４日） 

 この規程は、令和５年２月１４日から施行する。 

 

第１条～第２条 略 

 

（個人情報の利用目的の特定と公表等） 

第３条 （第１項 略） 

２ 組合は、法第２７条第 1 項各号に定める場合を除き、

あらかじめ本人の同意なく別表２により定める利用目的

の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱っては

ならない。ただし、利用目的と関連性を有すると合理的

に認められる場合は、本人に対し通知又は公表すること

により変更できるものとする。 

（第 3 項～第 4 項 略） 

 

（個人情報の第三者への提供） 

第４条 （第 1 項～第 2 項 略） 

３ 法第２７条第１項各号に定める場合を除き、個人情

報を第三者に提供する場合、様式第 1 号に定める記録を

作成するとともに当該記録を提供した日から３年間保存

しなければならない。 

 

４ 法第２７条第１項各号に定める場合を除き、第三者

から個人情報の提供を受ける場合、様式第 2 号に定める

記録を作成するとともに当該記録の提供を受けた日から

３年間保存しなければならない。 

 

（個人情報の適正な取得及び正確性の確保） 

第５条 （第１項 略） 

２ 特定個人情報については、番号法第１９条に定める

場合を除き、収集又は保管してはならない。また、本人

又は代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法

第１６条に定める本人確認の措置をとらなくてはならな

い。 

 

第５条第 3 項～第２１条 略 

 

 



個人情報保護管理規程 新旧条文対照表 

 

 

新 旧 

 
別表１ 健康保険組合等が保有する個人情報の例 

個人情報の種類 個人情報の内容 

適用関連 

・保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、住所、生年月日、性別、

個人番号 

・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額 

・その他被保険者等にかかる情報 

＊被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報

（続柄・同居有無等） 

 

保険給付関連 

（現物） 

・診療報酬明細書（レセプト）記載情報 

 

【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医

療費等にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

保険給付関連 

（現金） 

・療養費、移送費関連 

【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサ

ージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、申請理由等、その他被保険者等

にかかる情報】 

・傷病手当金関連 

【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状

況、医師の意見にかかる情報、その他被保険者等にかかる情報】 

・出産手当金・出産育児一時金関連 

【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報、

その他被保険者等にかかる情報】 

・埋葬料（費）関連 

【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報、その他被保険者

等にかかる情報】 

保健事業関連 

・健康診査、保健指導関連(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラ

ボヘルスを含む） 

【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果、その

他被保険者等にかかる情報】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
別表１ 健康保険組合等が保有する個人情報の例 

 
個人情報の種類 個人情報の内容 

適用関連 

・保険者番号及び被保険者等記号・番号、氏名、住所、生年月日、性別、

個人番号 

・資格取得・喪失日、報酬・賞与実績、被扶養者有無、前年度収入額 

 

＊被扶養者の場合、上記に加え被保険者本人との生計維持関係を示す情報

（続柄・同居有無等） 

保険給付関連 

（現物） 

・診療報酬明細書（レセプト）記載情報 

 

【診療年月日・日数、受診医療機関名称・所在地、傷病名、診療内容、医

療費等にかかる情報】 

保険給付関連 

（現金） 

・療養費、移送費関連 

【治療用装具内容・装着日、柔道整復師・あんま・はり・きゅう・マッサ

ージ師等にかかる情報、移送経緯・費用、その他申請理由等】 

 

・傷病手当金関連 

【傷病名、労務不能期間、労務不能期間中の報酬額、年金受給額、出勤状

況、医師の意見にかかる情報】 

・出産手当金・出産育児一時金関連 

【出産日、出勤状況、休業期間中の報酬額、出産への処置にかかる情報】 

 

・埋葬料（費）関連 

【死亡年月日、埋葬に要した費用、請求者にかかる情報】 

 

保健事業関連 

・健康診査、保健指導関連(特定健康診査・特定保健指導・事業所とのコラ

ボヘルスを含む） 

【受診年月日、健診機関名称・所在地、健診・問診結果、指導結果】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



個人情報保護管理規程 新旧条文対照表 

 

 

 
 

 
 
別表２ 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 

 

１～６ （略） 

 

７．特定個人情報 

  番号法第 19 条第 7号において定められた他の医療保険者又は行政機関（以下「他機関」 

という。）との情報連携における利用目的 

 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 

  ・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等 

  ・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 

  ・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 

  ・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 

 ・保険給付及び任意継続被保険者の保険料の還付の事務にかかる公金受取口座の情報 

 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 

  ・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険 

給付関連情報 

  ・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、 

被扶養者資格関連情報 

 

８ （略） 

 

 

 
 
別表２ 健康保険組合の通常業務で想定される主な利用目的 

 

１～６ （略） 

 

７．特定個人情報 

  番号法第 19 条第 7号において定められた他の医療保険者又は行政機関（以下「他機関」 

という。）との情報連携における利用目的 

 【組合の事務処理執行の為、他機関より情報を受ける場合】 

  ・傷病手当金、高額療養費等保険給付審査事務にかかる給付情報等 

  ・高齢受給者負担区分判定等にかかる課税・非課税情報 

  ・被保険者資格取得事務にかかる他機関における資格情報 

  ・被扶養者認定事務にかかる課税・非課税、住民票関係情報等 

 

 【他機関の事務執行の為、組合が情報を提供する場合】 

  ・高額療養費、出産、葬祭関連給付等、他機関の給付事務にかかる組合における保険 

給付関連情報 

  ・資格取得、被扶養者認定等、他機関の資格確認事務にかかる組合における資格取得、 

被扶養者資格関連情報 

 

８ （略） 

 
 




